
平成２１年３月吉日 

お客様 各位 

株式会社ビバビーダメディカルライフ 
                      代表取締役  野口 重雄 

 

少額短期保険業者の登録完了について 

 
株式会社ビバビーダメディカルライフ（本社：神奈川県大和市 代表取締役 

野口 重雄）は、２００９年３月２４日に、関東財務局長（少額短期保険） 
第５１号として登録を完了しましたので、お知らせいたします。 
なお、営業開始日は平成 21年 3月 26日となっております。 
 

[会社概要] 
 株式会社ビバビーダメディカルライフは１９９８年創設の在日外国人就労者

共済会の事業を継承し、日本に在住の外国人の生活におけるセーフティーネッ

トとしての役割を期待され、保険業の公共性、社会性をその基礎として、保険

契約者のために、コンプライアンスを遵守し、健全で効率的な経営を旨として

設立いたしました。 
 
商 号 株式会社ビバビーダメディカルライフ 
所在地 神奈川県大和市上草柳４８２‐２‐２０１ 
設 立 ２００７年９月１４日 
登録番号 関東財務局長（少額短期保険）第５１号 
登録年月 ２００９年３月２４日 
資本金 １,５６０万円 
代表取締役 野口 重雄 
ホームページ http://www.vivavida.net 

 
 
［お問合せ］ 

本社代表：電話 ０４６‐２６５‐６６８５ 
            FAX  ０４６‐２６５‐６６８６ 
 
 


